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                        ← ホ ー ム ペ ー ジ は  

１  本 し お り は 、 必 ず お 読 み く だ さ い 。        こ ち ら  

 

２  本 し お り の 内 容 は 、 条 例 等 の 改 正 に よ り 変 更 す る 場 合 が あ り ま す 。  

  

３  各 手 続 き の 申 請 期 限 が 土 曜 日 ・ 日 曜 日 ま た は 祝 日 の 場 合 は 、 直 前 の  

平 日 が 申 請 期 限 で す 。  

 

４  就 労 証 明 書 は 、保 育 園 と 共 通 の 様 式 で す が 、保 育 園 と 学 童 に 提 出 す る

際 の 必 要 部 数 は ご 自 身 で ご 用 意 く だ さ い 。  

  な お 兄 弟 等 、 ２ 人 以 上 の 児 童 が 同 時 に 学 童 の 入 所 申 請 を す る 場 合 は 、

父 母 の 就 労 証 明 書 は 一 部 ず つ で 構 い ま せ ん 。  

 

５  学童育成料等の過去の滞納（兄弟分含む）があると入所選考

に影響します。育成料等は必ず納付してください。  

 

※  ご 不 明 な 点 は 、 青 梅 市 子 育 て 応 援 課 へ お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  

(注 )学 童 保 育 所 内 で は 、 学 校 で 渡 さ れ て い る タ ブ レ ッ ト の 使 用 は で き ま せ ん 。  

【 発 行 ・ 問 合 せ 先 】  

青 梅 市 こ ど も 家 庭 部 子 育 て 応 援 課 児 童・青 少 年 係（ 市 役 所 １ 階 １ ２ 番 窓 口 ） 

電 話  ０ ４ ２ ８ － ２ ２ － １ １ １ １ （ 内 線 ２ １ ４ ４ ・ ２ １ ４ ５ ）  

時 間  午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ５ 時 ま で （ 木 曜 日 は 午 後 ８ 時 ま で ）  
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はじめに 

学 童 保 育 と は 、児 童 福 祉 法 に も と づ き 、保 護 者 が 労 働 等 に よ り 昼 間 家 庭 に い な い

児 童 に 、 適 切 な 遊 び お よ び 生 活 の 場 を 与 え て 、 そ の 健 全 な 育 成 を 図 る 事 業 で す 。  

 

１ 指定管理者制度について  

青 梅 市 で は 、 平 成 １ ８ 年 度 か ら 学 童 保 育 所 に 指 定 管 理 者 制 度 を 導 入 し て い ま す 。 

指 定 管 理 者 制 度 と は 、市 に 代 わ っ て 、民 間 事 業 者 が 経 験 や ノ ウ ハ ウ 等 を 生 か し た

創 意 工 夫 に よ り 「 公 （ お お や け ） の 施 設 」 の 管 理 運 営 を す る こ と に よ っ て 、 利 用 者

へ の サ ー ビ ス 向 上 や 効 率 的 な 管 理 運 営 を 図 る こ と を 目 的 と し た 制 度 で す 。  

令 和 ５ 年 度 に 公 募 ・ 選 定 を し 、 青 梅 市 議 会 で 議 決 さ れ た 結 果 、令 和 ６ 年 度 か ら 令

和 １ ０ 年 度 ま で 次 の 指 定 管 理 者 が 管 理 運 営 を 実 施 し ま す 。  

 

指 定 管 理 者  所 在 地  電 話 番 号  

社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会 東 京 都 青 梅 市 東 青 梅 1-177-3 0428-22-1233 

株式会社モアスマイルプロジェクト 東 京 都 青 梅 市 新 町 4-18-9 0428-34-9603 

知 創 株 式 会 社  東 京 都 青 梅 市 新 町 1-43-6 0428-78-3568 

株 式 会 社 こ ど も の 森  東 京 都 国 分 寺 市 光 町 2-5-1 042-571-4536 

 

区 分  学 童 保 育 所 名  ク ラ ブ 名  指 定 管 理 者  

東 部 地 域  

長 淵 地 区  

第 二 学 童 保 育 所  
第 二 こ ど も ク ラ ブ  

社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会 千ヶ瀬こどもクラブ 

友 田 学 童 保 育 所  友 田 こ ど も ク ラ ブ  

東 部 地 域  

大 門 地 区  

第 三 学 童 保 育 所  
第 三 こ ど も ク ラ ブ  

株 式 会 社 こ ど も の 森  大 門 こ ど も ク ラ ブ  

吹 上 学 童 保 育 所  吹 上 こ ど も ク ラ ブ  

東 部 地 域  

東 青 梅 地 区  
第 四 学 童 保 育 所  第 四 こ ど も ク ラ ブ  社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会 

東 部 地 域  

河 辺 地 区  

河 辺 学 童 保 育 所  河 辺 こ ど も ク ラ ブ  

知 創 株 式 会 社  霞 台 学 童 保 育 所  霞 台 こ ど も ク ラ ブ  

若 草 学 童 保 育 所  若 草 こ ど も ク ラ ブ  

東 部 地 域  

新 町 地 区  
新 町 学 童 保 育 所  新 町 こ ど も ク ラ ブ  株式会社モアスマイルプロジェクト 

東 部 地 域  

今 井 地 区  

今 井 学 童 保 育 所  今 井 こ ど も ク ラ ブ  
株 式 会 社 こ ど も の 森  

藤 橋 学 童 保 育 所  藤 橋 こ ど も ク ラ ブ  

西 部 地 域  

第 一 学 童 保 育 所  第 一 こ ど も ク ラ ブ  

株 式 会 社 こ ど も の 森  第 五 学 童 保 育 所  第 五 こ ど も ク ラ ブ  

第 六 学 童 保 育 所  第 六 こ ど も ク ラ ブ  

北 部 地 域  

小 曾 木 地 区  
第 七 学 童 保 育 所  第 七 こ ど も ク ラ ブ  社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会 

北 部 地 域  

成 木 地 区  
成 木 学 童 保 育 所  成 木 こ ど も ク ラ ブ  社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会 

※ 保 育 内 容・施 設 管 理 等 に つ い て は 、各 指 定 管 理 者 へ 直 接 お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 
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２ 青梅市学童保育所一覧 
ク ラ ブ 名  所 在 地  クラス 電 話 番 号  定 数  

① 第 一 こ ど も ク ラ ブ  本 町 223 第一小内 

Ａ  080-4867-0938 37 

Ｂ  080-4867-0866 37 

C 080-4195-7353 37 

② 第 二 こ ど も ク ラ ブ  長 淵 4-437  

Ａ  080-4867-0839 36 

Ｂ  080-4867-0593 36 

C 080-4195-7511 36 

⑰ 千ヶ瀬こどもクラブ 千ヶ瀬町 2-262-13   080-4867-0782 60 

③ 第 三 こ ど も ク ラ ブ  大 門 2-317 第三小内 

Ａ  080-4867-0881 38 

Ｂ  080-4867-0977 38 

Ｃ  080-4867-1064 38 

⑱ 大 門 こ ど も ク ラ ブ  大 門 1-364-1  

Ａ  080-4867-1385 40 

Ｂ  080-4867-1422 40 

Ｃ  080-4866-8651 40 

④ 第 四 こ ど も ク ラ ブ  東 青 梅 6-1-1 第四小内 

A 080-4866-8648 38 

B 080-4195-8302 38 

C 080-4195-7479 38 

⑤ 第 五 こ ど も ク ラ ブ  梅 郷 3-765-1 第五小内 
Ａ  080-4866-8494 50 

Ｂ  080-4866-8195 50 

⑥ 第 六 こ ど も ク ラ ブ  二俣尾 3-903-1 第六小内  080-4866-8303 38 

⑦ 第 七 こ ど も ク ラ ブ  小曾木 3-1880-1 第七小内  080-4866-7865 37 

⑧ 成 木 こ ど も ク ラ ブ  成 木 3-423-1   080-4866-7918 29 

⑨ 河 辺 こ ど も ク ラ ブ  河 辺 5-24 河辺小内 
Ａ  080-4866-7960 50 

Ｂ  080-4866-8068 50 

⑩ 新 町 こ ど も ク ラ ブ  
新 町 5-7-16 

 

Ａ  080-4866-8177 50 

Ｂ  080-4864-6488 50 

新 町 5-7-15 第２ 080-4864-6771 60 

⑪ 霞 台 こ ど も ク ラ ブ  新 町 1-35-1 霞台小内 
Ａ  080-4864-6522 50 

Ｂ  080-4864-5663 50 

⑫ 友 田 こ ど も ク ラ ブ  友 田 町 5-332 友田小内  080-4864-6427 38 

⑬ 今 井 こ ど も ク ラ ブ  今 井 2-947-1 今井小内 

Ａ  080-4864-6237 36 

Ｂ  080-4864-6801 36 

Ｃ  090-3913-7310 36 

⑭ 若 草 こ ど も ク ラ ブ  新 町 1-15-1 若草小内 
Ａ  080-4864-5602 50 

Ｂ  080-4864-5453 50 

⑮ 藤 橋 こ ど も ク ラ ブ  藤 橋 3-13-1 藤橋小内 
Ａ  080-4864-7182 36 

Ｂ  080-4867-1923 36 

⑯ 吹 上 こ ど も ク ラ ブ  吹 上 176-1 吹上小内  080-4867-2043 37 

※ 施 設 見 学 を ご 希 望 の 場 合 は 、 各 ク ラ ブ へ 直 接 お 問 い 合 せ く だ さ い 。  

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

３ 保育について 

（ １ ） 入 所 の 対 象  

次 の 条 件 を す べ て 満 た す 児 童 が 入 所 の 対 象 で す 。  

１  
令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 以 降 、青 梅 市 内 に 居 住 す る １ 年 生 か ら ６ 年 生 の 児 童（ 転 入 予

定 を 含 む ）  

２  ひ と り で 登 所 が で き 、 集 団 生 活 が 可 能 な 児 童  

3 保 護 者 が 入 所 要 件 （ ８ ペ ー ジ ） に 該 当 す る 児 童  

（ ２ ） 特 別 な 支 援 を 必 要 と す る 児 童  

次 の 条 件 を す べ て 満 た す 児 童 が 入 所 の 対 象 で す 。  

１  障 害 等 の 程 度 が 軽 く 、 ひ と り で 登 所 が で き 、 集 団 生 活 が 可 能 な 児 童  

２  学 童 保 育 所 の 職 員 に よ る 投 薬 や 医 療 行 為 等 を 必 要 と し な い 児 童  

※ 入 所 申 請 時 、 児 童 の 診 断 書 ま た は 手 帳 の 写 し 等 の 添 付 が 必 要 で す 。  

※ 児 童 の 診 断 書 ま た は 手 帳 の 写 し 等 は 、保 育 に 必 要 な 情 報 と し て 指 定 管 理 者 へ 提 供

し ま す 。  

※ 入 所 決 定 後 、 児 童 ・ 保 護 者 ・ 指 定 管 理 者 で 面 談 を 実 施 し ま す 。  

※ 規 定 に も と づ き 、 当 該 児 童 が 入 所 す る ク ラ ブ に 対 し て 職 員 を 加 配 し ま す 。  

（ ３ ） 開 所 日  

開 所 日 は 次 の と お り で す 。  

区 分  開 所 日  開 所 時 間  

学 校 の 開 校 日  

月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で  授 業 終 了 後 か ら 午 後 ６ 時 ま で  

土 曜 日 （ 要 登 録 ）  午 前 ８ 時 か ら 午 後 ６ 時 ま で  

夏 休 み  月 曜 日 か ら 土 曜 日 ま で  午 前 ８ 時 か ら 午 後 ６ 時 ま で  

春 休 み ・ 冬 休 み  

月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で  午 前 ８ 時 か ら 午 後 ６ 時 ま で  

土 曜 日 （ 要 登 録 ）  午 前 ８ 時 か ら 午 後 ６ 時 ま で  

※ 日 曜 日・祝 日 お よ び 年 末 年 始（ １ ２ 月 ２ ９ 日 か ら １ 月 ３ 日 ま で ）は 開 所 し ま せ ん 。  

※ 台 風 や 大 雪 等 の 災 害 が 発 生 し た 際 に は 、児 童 の 安 全 を 図 る た め 、臨 時 閉 所 す る 場

合 が あ り ま す 。  
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（ ４ ） 延 長 保 育  

午 後 ６ 時 か ら 午 後 ７ 時 ま で 延 長 保 育 を 実 施 し て い ま す 。  

事 前 に 市 窓 口 ・ オ ン ラ イ ン ま た は 各 学 童 保 育 所 で 申 請 を し て く だ さ い 。 申 請 後 、

市 が『 利 用 の 承 認 』を 行 い 、「 学 童 保 育 所 延 長 保 育 利 用 承 認 通 知 書 」を 送 付 し ま す 。  

利 用 形 態  利 用 可 能 時 間  費 用  

月 額 １  午 後 ６ 時 ３ ０ 分 ま で  月 額 １ ， ０ ０ ０ 円  

月 額 ２  午 後 ７ 時 ま で  月 額 ２ ， ０ ０ ０ 円  

日 額  午 後 ７ 時 ま で  
午 後 ６ 時 ３ ０ 分 ま で の 利 用  １ 日 １ ０ ０ 円  

午 後 ６ 時 ３ １ 分 以 降 も 利 用  １ 日 ２ ０ ０ 円  

※ 延 長 保 育 を １ 日 で も 利 用 す る 場 合 は 、申 請 が 必 要 で す 。事 前 に 申 請 を し て い な い

場 合 は 、 利 用 し た 当 日 に 各 学 童 保 育 所 で 必 ず 申 請 を し て く だ さ い 。  

※ 年 度 ご と に 申 請 が 必 要 で す 。 継 続 の 利 用 で あ っ て も 申 請 を し て く だ さ い 。  

※ 転 所 す る 場 合 も 、 再 度 申 請 が 必 要 に な り ま す の で ご 注 意 く だ さ い 。  

※ 月 額 は 、 利 用 可 能 時 間 内 で あ れ ば 何 度 で も 利 用 で き ま す 。 た だ し 、利 用 が な い 月

で も 費 用 は 発 生 し ま す 。  

※ 利 用 形 態 の 併 用 は で き ま せ ん 。（ 月 額 １ で 午 後 ６ 時 ３ ０ 分 を 超 え た 場 合 、 追 加 料

金 は 発 生 し ま せ ん が 、『 遅 刻 』 扱 い と し ま す 。）  

※ 利 用 形 態 を 変 更 す る 場 合 は 、市 窓 口 ・ オ ン ラ イ ン ま た は 各 学 童 保 育 所 で 申 請 が 必

要 で す 。 な お 、 変 更 は 申 請 を し た 月 の 翌 月 か ら 適 用 を 開 始 し ま す 。  

※ 午 後 ７ 時 を 超 え て 利 用 す る こ と は で き ま せ ん 。  

※ 利 用 可 能 時 間 を 超 え て 利 用 し た 場 合 は 、『 遅 刻 』 扱 い の た め 、 利 用 形 態 を 変 更 し

て い た だ く か 、 ま た は 『 利 用 の 承 認 』 を 取 り 消 す こ と が あ り ま す 。  

 

（ ５ ） 土 曜 保 育  

次 の ク ラ ブ で 土 曜 保 育 を 実 施 し ま す 。 入 所 決 定 後 、 各 ク ラ ブ へ 直 接 『 登 録 』 を し

て く だ さ い 。 登 録 方 法 等 の 詳 細 は 、「 学 童 保 育 所 入 所 承 認 通 知 書 」 に 同 封 し ま す 。  

ク ラ ブ 名  所 在 地  定 数  指 定 管 理 者  

第 二 Ａ こ ど も ク ラ ブ  長 淵 4-437 36 社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会 

大 門 Ａ こ ど も ク ラ ブ  大 門 1-364-1 40 株 式 会 社 こ ど も の 森  

成 木 こ ど も ク ラ ブ  成 木 3-423-1 29 社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会 

新 町 Ａ こ ど も ク ラ ブ  新 町 5-7-16 50 株式会社モアスマイルプロジェクト 

※ 『 登 録 』 に は 、 メ ー ル ア ド レ ス が 必 要 で す 。  

※ 原 則 、利 用 日 前 に 指 定 管 理 者 と 面 談 を 実 施 す る た め 、利 用 日 の 前 月 ま で に『 登 録 』

を し て く だ さ い 。  

※ 夏 休 み 等 、 全 ク ラ ブ で 土 曜 保 育 を 行 う 臨 時 開 所 日 を 設 定 す る 場 合 が あ り ま す 。  
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４ 費用について 

（ １ ） 基 本 費 用  

区 分  対 象  費 用  納 付 方 法  

育 成 料  全 員  月 額 ５ ， ０ ０ ０ 円  
原 則 、 口 座 振 替  

延 長 育 成 料  延 長 保 育 利 用 者  利 用 形 態 に よ る（ ５ ペ ー ジ ） 

間 食 費 （おやつ代） 全 員  月 額 １ ， ５ ０ ０ 円  指 定 管 理 者 に よ る  

※ 学 童 保 育 所 の 利 用 の 有 無 で は な く 、 在 籍 に 対 し て 育 成 料 が 発 生 し ま す 。  

※ １ ５ 日 入 所 の 場 合 、 育 成 料 お よ び 月 額 の 延 長 育 成 料 は 減 額 （ 半 額 ） さ れ ま す 。  

※ 間 食 費 （ お や つ 代 ） は 、 学 童 保 育 所 で 提 供 す る お や つ 等 に す べ て 充 て ら れ ま す 。 

※ 各 指 定 管 理 者 が 実 施 す る 任 意 参 加 型 の イ ベ ン ト 等 で 、実 費 負 担 が 発 生 す る 場 合 が

あ り ま す 。  

 

（ ２ ） 納 付  

育 成 料 お よ び 延 長 育 成 料 の 納 付 方 法 は 、 原 則 、 口 座 振 替 で す 。  

区 分  納 期 限 （ 口 座 振 替 日 ）  例  

育 成 料  当 月 末 日  ４ 月 分 の 育 成 料 は 、 ４ 月 末 日  

延 長 育 成 料  翌 月 末 日  ４ 月 分 の 延 長 育 成 料 は 、 ５ 月 末 日  

※ 末 日 が 土 曜 日 ・ 日 曜 日 ま た は 祝 日 の 場 合 は 、 翌 銀 行 営 業 日 が 口 座 振 替 日 で す 。  

※ １ ２ 月 の み 、 末 日 で は な く ２ ８ 日 が 口 座 振 替 日 で す 。  

※ 振 替 不 能 の 場 合 は 、『 滞 納 』 扱 い に な る た め 、 督 促 状 を 送 付 し ま す 。  

 

（ ３ ） 減 免  ※ 年 度 ご と に 申 請 が 必 要 で す 。  

次 に 該 当 す る 場 合 は 、 減 免 制 度 が あ り ま す 。  

減 免 を 希 望 す る 方 は 、入 所 承 認 後 に 市 窓 口 ま た は オ ン ラ イ ン で 申 請 を し て く だ さ

い 。 申 請 後 、 市 が 調 査 を 行 い 、 減 免 決 定 の 場 合 は 、「 学 童 保 育 所 育 成 料 等 減 免 決 定

通 知 書 」 を 送 付 し ま す 。 減 免 申 請 却 下 の 場 合 は 、「 学 童 保 育 所 育 成 料 等 減 免 申 請 却

下 通 知 書 」 を 送 付 し ま す 。  

対 象  育 成 料  延 長 育 成 料  間 食 費  適 用 開 始  

２ 人 以 上 の 児 童 が 入 所

し て い る  
減 額（ 半 額 ） 減 額 し な い  減 額 し な い  

申 請 を し た 月 の

翌 月 か ら 適 用  

生 活 保 護 世 帯  免 除  免 除  免 除  

市 民 税 非 課 税 世 帯  免 除  免 除  免 除 し な い  

月の全日を欠席することを 

前月の２０日までに届け出た 
免 除  免 除  免 除  

※ 転 所 す る 場 合 も 、 再 度 申 請 が 必 要 に な り ま す の で ご 注 意 く だ さ い 。  
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（ ４ ） 減 免 の 注 意 点  

対 象  注 意 点  

共 通  

● 複 数 に 該 当 す る 場 合 は 、 す べ て 申 請 を し て く だ さ い 。  

● 減 免 は 申 請 を し た 月 の 翌 月 か ら 適 用 を 開 始 し ま す 。入 所

日 か ら の 適 用 を 希 望 す る 場 合 は 、入 所 前 に 申 請 を し て く

だ さ い 。た だ し 、１ ５ 日 入 所 の 方 は 、入 所 前 に 申 請 を し

た 場 合 に 限 り 、 申 請 を し た 月 か ら 適 用 を 開 始 し ま す 。  

● 減 免 は 申 請 を し た 月 以 前 に さ か の ぼ っ て 適 用 は し ま せ

ん 。申 請 前 の 育 成 料 等 は 納 付 す る 必 要 が あ り ま す 。ま た 、

納 付 済 み の 場 合 は 、 還 付 し ま せ ん 。  

２ 人 以 上 の 児 童 が 入 所

し て い る  
● 最 年 少 の 児 童 を 除 き 、 す べ て の 児 童 が 減 額 の 対 象 で す 。 

生 活 保 護 世 帯  

● 間 食 費 の 免 除 を 希 望 す る 場 合 は 、「 学 童 保 育 所 育 成 料 等

減 免 決 定 通 知 書 」 を 各 指 定 管 理 者 へ 提 出 し て く だ さ い 。 

● 生 活 保 護 が 廃 止 と な っ た 場 合 は 、「 学 童 保 育 所 育 成 料 等

減 免 理 由 消 滅 届 」の 提 出 が 必 要 で す 。提 出 し な い 場 合 は 、

そ の 事 実 が 発 覚 次 第 、未 提 出 期 間 中 の 育 成 料 等 を さ か の

ぼ っ て 納 付 す る 必 要 が あ り ま す 。  

市 民 税 非 課 税 世 帯  

● 令 和 ８ 年 ４ 月 か ら 令 和 ８ 年 ６ 月 ま で（ 前 期 ）の 育 成 料 等

は 、 令 和 ７ 年 度 市 民 税 が 調 査 の 対 象 で す 。  

● 令 和 ８ 年 ７ 月 か ら 令 和 ９ 年 ３ 月 ま で（ 後 期 ）の 育 成 料 等

は 、 令 和 ８ 年 度 市 民 税 が 調 査 の 対 象 で す 。  

● 申 請 者 と 同 居 し て い る 方 に 所 得 が あ る 場 合 は 、減 免 申 請

書 に 所 得 が あ る 方 全 員 の 署 名 が 必 要 で す 。  

● 令 和 ８ 年 １ 月 ２ 日 以 降 に 青 梅 市 に 転 入 し た 世 帯 が 申 請

を す る 場 合 は 、以 前 の 居 住 地 か ら 発 行 さ れ る 非 課 税 証 明

書 を 添 付 し て く だ さ い 。（ 所 得 が あ る 方 全 員 分 ）  

● 離 婚 後 に 申 請 を す る 場 合 は 、父 ま た は 母 の 当 該 年 度 市 民

税 を 調 査 の 対 象 と し ま す 。  

● 世 帯 員 の 変 更 や 税 の 修 正 申 告 等 で 課 税 世 帯 と な っ た 場

合 は 、「 学 童 保 育 所 育 成 料 等 減 免 理 由 消 滅 届 」 の 提 出 が

必 要 で す 。提 出 し な い 場 合 は 、そ の 事 実 が 発 覚 次 第 、未

提 出 期 間 中 の 育 成 料 等 を さ か の ぼ っ て 納 付 す る 必 要 が

あ り ま す 。  

● 未 申 告 の 場 合 は 、調 査 が で き な い た め 、減 免 申 請 却 下 と

し ま す 。 申 告 後 、 市 窓 口 へ お 越 し く だ さ い 。  

● 課 税 世 帯 の た め 減 免 申 請 却 下 と な っ た 方 で 、そ の 後 税 の

修 正 申 告 等 で 非 課 税 世 帯 と な っ た 場 合 は 、市 窓 口 へ お 越

し く だ さ い 。  

月の全日を欠席することを 

前月の２０日までに届け出た 

● 入 院 等 の や む を 得 な い 事 情 が あ る 場 合 の み が 対 象 で す 。

特 別 な 事 情 が あ る 場 合 は 、 市 窓 口 へ お 越 し く だ さ い 。  

※ 原 則 、 １ か 月 の み の 適 用 で す 。  
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５ 入所申請について 

（ １ ） 入 所 要 件  

入 所 申 請 を す る た め に 、 保 護 者 （ 父 母 ） が 必 要 な 条 件 で す 。  

要 件  要 件 の 詳 細  添 付 書 類  

□  就 労  

● 就 労 の た め  

(1) 一 日 昼 間 ４ 時 間 以 上 の 勤 務 （ 休 憩 は 除 く ）  

(2) 午 後 ３ 時 以 降 ま で の 勤 務（ 午 後 3 時 を 含 む ） 

※ 一 年 生 の み 午 後 ２ 時 以 降 ま で の 勤 務 （ 午 後

２ 時 を 含 む ）  

(3) 週 ３ 日 ま た は 月 １ ２ 日 以 上 の 勤 務 （ 日 曜 日

は 除 く ）  

※ (1)～ (3)を す べ て 満 た す こ と  

○ 就 労 証 明 書 （ ４ 月 入 所

申 請 は 令 和 ７ 年 １ ０ 月 以

降 、 そ れ 以 外 は ３ か 月 以

内 に 発 行 さ れ た も の ）  

※ 会 社 経 営 ・ 個 人 事 業 主

等 の 場 合 は 、追 加 書 類

（ ９ ペ ー ジ ）  

● 夜 勤 等 を 含 む 、 変 則 的 就 労 の た め  

(4) 一 日 ４ 時 間 以 上 の 勤 務 （ 休 憩 は 除 く ） が 、

週 ３ 日 ま た は 月 １ ２ 日 以 上（ 日 曜 日 は 除 く ） 

(5) (4)の う ち 、 (1)と (2)を 満 た す 勤 務 が 、 月 ６

日 以 上 （ 日 曜 日 は 除 く ）  

※ (4)と (5)を 両 方 満 た す こ と  

□  就 学  

● 居 宅 外 で 就 学 （ 技 能 習 得 ） の た め  

一 日 昼 間 ４ 時 間 以 上（ 休 憩 は 除 く ）、か つ 、午

後 ３ 時 以 降 ま で 就 学 し て い る 日 が 、 週 ３ 日 ま

た は 月 １ ２ 日 以 上 （ 日 曜 日 は 除 く ）  

○ 合 格 通 知 書 等 の 在 学 中

を 証 明 す る 書 類  

○ カ リ キ ュ ラ ム 等 の 就 学

時 間 が わ か る 書 類  

□  疾 病  

● 疾 病 に よ る 入 院 や 通 院 等 の た め  

(1) １ か 月 以 上 、 入 院 ま た は 自 宅 で 寝 た き り  

(2) ２ 週 間 に １ 回 以 上 の 通 院 が １ か 月 以 上  

※ (1)か (2)の い ず れ か を 満 た す こ と  

○ 診 断 書（ 左 記 の 要 件 の

詳 細 を 満 た す 記 載 が

あ る も の に 限 る ）  

□  障 害  

● 身 体 障 害 者 手 帳（ １ ～ ４ 級 ）、精 神 障 害 者 保 健

福 祉 手 帳 （ １ ～ ３ 級 ）、 愛 の 手 帳 （ １ ～ ４ 度 ）

の 交 付 を 受 け て い る た め  

○ 手 帳 の 写 し （ 級 数 等 の

記 載 面 ）  

□  介 護  

看 護  

● 身 体 障 害 者 手 帳（ １ ～ ４ 級 ）、精 神 障 害 者 保 健

福 祉 手 帳（ １ ～ ３ 級 ）、愛 の 手 帳（ １ ～ ４ 度 ）、

要 介 護 認 定 証 （ 要 介 護 １ 以 上 ） の 交 付 を 受 け

て い る 親 族 等 の 介 護 看 護 の た め  

○ 介 護 看 護 が 必 要 な 親 族

等 の 手 帳 ま た は 認 定 証

（ 級 数 等 の 記 載 面 ） の

写 し  

□  出 産  

● 母 親 の 出 産 の た め  

※ 出 産 予 定 月 と そ の 前 後 ２ か 月 の 合 計 ５ か 月  

※ そ の 後 、 他 の 要 件 に 該 当 し な い 場 合 は 退 所  

○ 出 産 要 件 申 告 書  

○ 母 子 手 帳 （ 出 産 予 定 日

の 記 載 面 ） の 写 し  

□  求 職  
● 求 職 中 の た め  

※ 連 続 し て ３ か 月 （ 年 度 内 に １ 回 限 り ）  
○ 求 職 要 件 申 告 書  

□  災 害  ● 災 害 等 で 家 屋 が 被 災 し 、 復 旧 が 必 要 な た め  ○ 被 災 を 証 明 す る 書 類  

□  不存在 ● 死 亡 、 行 方 不 明 、 拘 禁 等 の た め  ○ 不 存 在 を 証 明 す る 書 類  

※ 保 護 者 （ 父 母 ） が 入 所 要 件 に 該 当 し な い 場 合 は 、 申 請 を す る こ と が で き ま せ ん 。 

※ 入 所 申 請 日 で は な く 、 入 所 希 望 月 に 要 件 に 該 当 し て い る 必 要 が あ り ま す 。  

※ 出 産 等 に よ り 要 件 を 変 更 す る 場 合 、 ま た は 退 職 等 に よ り 要 件 が 消 滅 し た 場 合 は 、

市 窓 口 で 手 続 き が 必 要 で す 。手 続 き を し な い 場 合 、ま た は 就 労 調 査 で 要 件 の 確 認

が で き な い 場 合 は 、『 入 所 承 認 』 を 取 り 消 す こ と が あ り ま す 。  

※ 入 所 中 は 月 単 位 で 要 件 に 該 当 し て い る 必 要 が あ り ま す 。  
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（ ２ ） 会 社 経 営 ・ 個 人 事 業 主 等 の 方  

就 労 す る 保 護 者 が 会 社 経 営 ・ 個 人 事 業 主 等 の 場 合 は 、就 労 証 明 書 の ほ か 、次 の 追

加 書 類 の う ち 該 当 す る も の を 添 付 し て く だ さ い （ 一 部 ）。  

追 加 書 類  対 象  

開 業 届 の 写 し  税 務 署 に 届 け 出 を し た 方  

保 健 所 等 が 発 行 す る 許 可 証 等 の 写 し  
飲 食 店 、美 容 院 、医 院 等 の 開 業 の た め 保 健 所

等 に 申 請 を し た 方  

契 約 書 の 写 し  個 人 契 約 を し て 就 労 し て い る 方  

受 注 票 や 納 品 書 の 写 し  業 務 上 、 や り 取 り が あ る 方  

広 告 （ チ ラ シ ）、 ホ ー ム ペ ー ジ 、 ブ ロ

グ の 写 し  

会 社 の 所 在 地・屋 号 、お よ び 営 業 時 間・診 療

時 間 等 を 記 載 し た も の を 使 用 し て い る 方  

※ 入 所 申 請 に 必 要 の な い マ イ ナ ン バ ー 等 の 個 人 情 報 が 記 載 さ れ て い る 場 合 は 、見 え

な い よ う に 処 理 を し て く だ さ い 。  

 

（ ３ ） 添 付 書 類 の 注 意 点  

対 象  注 意 点  

同 居 の 祖 父 母 が 入 所 要 件 に 該 当 す る

場 合  
祖 父 母 の 添 付 書 類 は 不 要  

祖 父 母 を 除 く 、児 童 の お じ・お ば 等 親

族 が 同 居 し て い る 場 合  
親 族 の 添 付 書 類 は 不 要  

兄 弟 等 、２ 人 以 上 の 児 童 が 同 時 に 入 所

申 請 を す る 場 合  
父 母 の 添 付 書 類 は 一 部 ず つ で 可  

保 護 者（ 父 母 ）が 単 身 赴 任 中 で 同 居 し

て い な い 場 合  

単 身 赴 任 中 の 保 護 者（ 父 母 ）の 就 労 証 明 書 も

必 要  

保 護 者（ 父 母 ）が 日 本 国 外 で 就 労 し て

い る 場 合  

保 護 者（ 父 母 ）が 日 本 国 外 で 就 労 し て い る こ

と を 証 明 す る 書 類 が 必 要  

単 身 赴 任 を 除 き 、相 手 方（ 父 ま た は 母 ）

と 同 居 し て い な い 場 合  
相 手 方 （ 父 ま た は 母 ） の 添 付 書 類 が 必 要  

相 手 方（ 父 ま た は 母 ）と 離 婚 調 停 中 の

場 合  

相 手 方 （ 父 ま た は 母 ） の 添 付 書 類 は 不 要  

離 婚 調 停 中 を 証 明 す る 書 類 が 必 要  

ひ と り 親 で 事 実 婚 状 態 （ 異 性 と 同 居 ）

の 場 合  
相 手 方 の 添 付 書 類 は 不 要  

Ｄ Ｖ 等 そ の 他 の 理 由 で 相 手 方（ 父 ま た

は 母 ）の 添 付 書 類 が 用 意 で き な い 場 合  
用 意 で き な い こ と を 証 明 す る 書 類 が 必 要  

※ 必 要 な 添 付 書 類 を 確 認 す る た め 、家 庭 状 況 等 を 詳 し く お 伺 い す る 場 合 が あ り ま す 。 

※ 家 庭 状 況 等 に よ っ て は 、 追 加 で 添 付 書 類 が 必 要 な 場 合 が あ り ま す 。  
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（ ４ ） 入 所 申 請 に 必 要 な 書 類  

入 所 申 請 を す る 場 合 は 、 次 の 書 類 を 用 意 し 、 市 窓 口 で 申 請 を し て く だ さ い 。 市 窓

口 以 外 （ 例  学 童 保 育 所 ） で 申 請 は で き ま せ ん 。  

入 所 申 請 に 必 要 な 書 類  対 象  入 手 方 法  

令 和 ８ 年 度 青 梅 市 学 童 保 育 所

入 所 申 請 書 兼 児 童 台 帳  

全 員 （ 申 請 す る 児 童 ひ

と り に つ き １ 枚 ）  
市 窓 口 、 市 ホ ー ム ペ ー ジ  

就 労 証 明 書  就 労 要 件 で 申 請 の 方  市 窓 口 、 市 ホ ー ム ペ ー ジ  

添 付 書 類 （ 入 所 要 件 を 証 明 す

る 書 類 ）  

就 労 要 件 以 外 で 申 請 の

方  

市 窓 口 、 各 個 人 で 用 意  

市 ホ ー ム ペ ー ジ  

追 加 書 類  
会 社 経 営 ・ 個 人 事 業 主

等 の 方  
各 個 人 で 用 意  

児 童 の 診 断 書 ま た は 手 帳 の 写

し 等  

特 別 な 支 援 を 必 要 と す

る 児 童  
各 個 人 で 用 意  

児 童 扶 養 手 当 証 書 の 写 し  
ひ と り 親 世 帯  

各 個 人 で 用 意  

ひ と り 親 家 庭 調 査 承 諾 書  市 窓 口 、 市 ホ ー ム ペ ー ジ  

令 和 ８ 年 度 青 梅 市 学 童 保 育 所

入 所 申 請 に か か る 同 意 書  
全 員  市 窓 口 、 市 ホ ー ム ペ ー ジ  

※ 入 所 申 請 に 必 要 な 書 類 が 不 足 、ま た は 内 容 に 不 備 が あ る 場 合 は 、受 付 で き ま せ ん 。 

※ 入 所 申 請 に 必 要 な 書 類 を 用 意 す る た め の 費 用 は 、 自 己 負 担 で す 。  

※ 児 童 の 診 断 書 ま た は 手 帳 の 写 し 等 を 令 和 ７ 年 度 入 所 時 に 提 出 し て い る 場 合 、前 回

提 出 し た 診 断 書 等 の 写 し を 再 提 出 し て い た だ け れ ば 新 た に 取 得 す る 必 要 は あ り

ま せ ん 。  

※ 就 学 相 談 等 で 青 梅 市 教 育 委 員 会 へ 提 出 し て い る 場 合 は 、提 出 済 み の も の で 代 用 で

き る た め 、 改 め て 用 意 す る 必 要 は あ り ま せ ん 。（ 入 所 申 請 書 の 資 料 提 供 の 同 意 欄

に は チ ェ ッ ク が 必 要 で す 。）  

（ ５ ） 年 度 途 中 の 入 所 申 請  

令 和 ８ 年 ４ 月 ２ 日 以 降 の 入 所 は 、 入 所 申 請 日 に よ っ て 入 所 日 が 異 な り ま す 。  

入 所 申 請 日  入 所 日  

毎 月 １ 日 か ら １ ５ 日 ま で の 間  翌 月 １ 日 入 所  

毎 月 １ ６ 日 か ら 末 日 ま で の 間  翌 月 １ ５ 日 入 所  

※ 詳 細 は 、 令 和 ８ 年 ３ 月 １ 日 以 降 に 市 窓 口 お よ び 市 ホ ー ム ペ ー ジ で 公 開 し ま す 。  

※ 入 所 申 請 時 、希 望 す る 学 童 保 育 所 の 定 数 に 空 き が な い 場 合 は 、す ぐ に 入 所 す る こ

と が で き ま せ ん 。  

（ ６ ） 入 所 希 望 に つ い て  

第 二 希 望 ま で 申 請 を す る こ と が で き ま す 。第 二 希 望 は 強 制 で は な い た め 、必 要 な

方 の み 申 請 を し て く だ さ い 。 な お 、 Ａ や Ｂ な ど ク ラ ス の 希 望 は で き ま せ ん 。  

 第 二 希 望 入 所 後 に 第 一 希 望 へ の 転 所 を 希 望 す る 場 合 は 、改 め て 手 続 き が 必 要 で す 。

手 続 き が な い 場 合 は 、 第 一 希 望 の 入 所 選 考 の 対 象 に は な り ま せ ん 。（ １ ３ ペ ー ジ ）  
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６ 入所（申請）後に必要な手続きについて 

次 の 変 更 が あ っ た 場 合 は 、 市 窓 口 で 手 続 き が 必 要 で す 。  

対 象  提 出 等  提 出 等 の 期 限  

退 職・転 職 し た 場 合（ 退 職 日 の 翌 月 中

ま で に 再 就 職 が 決 ま っ て い る 場 合 ）  
「 就 労 証 明 書 」  

の 再 提 出  

変 更 が あ っ た 月

の 翌 月 末 日  

提 出 済 み の 就 労 証 明 書 の 内 容 （ 社 名 、

勤 務 地 、就 労 形 態 、就 労 日 数 、就 労 時

間 等 ） に 変 更 が あ っ た 場 合  

退 職・転 職 し た 場 合（ 退 職 日 の 翌 月 中

ま で に 再 就 職 が 決 ま っ て い な い 場 合 ） 

「 求 職 要 件 申 告 書 」  

の 提 出  

休 職 し た 場 合  
診 断 書（ 要 件 を 満 た す 記

載 が あ る も の ） の 提 出  

産 休 取 得 ・ 出 産 予 定 の 場 合  

「 出 産 要 件 申 告 書 」  

お よ び  

母 子 手 帳 の 写 し の 提 出  

出 産 予 定 日 の

前 々 月 末 日  

そ の 他 入 所 要 件 を 変 更 す る 場 合  
市 窓 口 へ  

お 越 し く だ さ い  

変 更 が あ っ た 月

の 翌 月 末 日  

入 所 要 件 を 証 明 す る 添 付 書 類 （ 診 断

書 、手 帳 、認 定 証 等 ）の 内 容 に 変 更 が

あ っ た 場 合  

添 付 書 類 の 再 提 出  
変 更 が あ っ た 月

の 翌 月 末 日  

提 出 済 み の「 青 梅 市 学 童 保 育 所 入 所 申

請 書 兼 児 童 台 帳 」に 変 更 が あ っ た 場 合  

「 学 童 保 育 所 入 所 申 請

書 兼 児 童 台 帳 変 更 届 」

の 提 出  

変 更 が あ っ た 月

の 末 日  

 住 所 の 変 更 （ 別 居 等 を 含 む ）  

 
結 婚 や 離 婚 等 に よ る 申 請 者 （ 保 護

者 ） 等 の 変 更  

 児 童 の 障 害 （ 有 無 ） の 変 更  

 
出 生・転 居 等 に よ る 児 童 の 同 居 者 の

変 更  

入 所 を 希 望 す る 学 童 保 育 所 の 変 更  
「 学 童 保 育 所 入 所 希 望

変 更 届 」 の 提 出  
 

※ 変 更 の 事 実 が あ っ た に も か か わ ら ず 手 続 き を し な い 場 合 は 、そ の 事 実 が 発 覚 次 第 、

『 入 所 承 認 』を 取 り 消 す こ と が あ り ま す 。ま た 、減 免 対 象 の 方 が 提 出 し な い 場 合

は 、 未 提 出 期 間 中 の 育 成 料 等 を さ か の ぼ っ て 納 付 す る 必 要 が あ り ま す 。  
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７ 入所選考と結果通知について 

（ １ ） 入 所 選 考 時 の 減 点  

入 所 申 請 時 に 育 成 料 等 を 滞 納 し て い る 場 合（ 過 去 に 入 所 し て い た 時 や 兄 弟 分 を 含

む ）、ま た は 前 年 度 入 所 時 に 出 席 率 が 低 い 場 合 は 、入 所 選 考 に お い て 減 点 を し ま す 。  

ま た 、複 数 回 に わ た り 督 促 状 等 を 発 行 さ れ て い る 場 合 、ま た は 延 長 保 育 で 午 後 ７

時 を 超 え る 『 遅 刻 』 を 繰 り 返 し て い る 場 合 は 、 入 所 選 考 に 影 響 し ま す 。  

 

（ ２ ） 入 所 が 決 定 し た 場 合  

入 所 選 考 の 結 果 、 入 所 が 決 定 し た 場 合 は 、「 学 童 保 育 所 入 所 承 認 通 知 書 」 を 送 付

し ま す 。  

１  入 所 す る 場 合  

通 知 に 同 封 す る 書 類 を 確 認 し 、 必 要 な 手 続 き を し て く だ さ い 。  

 

２  入 所 決 定 後 、 入 所 を 辞 退 す る 場 合  

期 限（ 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 以 降 は 入 所 日 前 日 ）ま で に 市 窓 口 ま た は オ ン ラ イ ン で「 学

童 保 育 所 入 所 辞 退 届 」 を 提 出 し て く だ さ い 。 提 出 が な い 場 合 は 、 そ の ま ま 入 所 と な

る た め 、 利 用 の 有 無 に 関 わ ら ず 育 成 料 が 発 生 し ま す 。  

 

（ ３ ） 入 所 が 保 留 と な っ た 場 合  

希 望 す る 学 童 保 育 所 の 定 数 に 空 き が な い 場 合 は 、「 学 童 保 育 所 入 所 保 留 通 知 書 」

を 送 付 し ま す 。  

１  保 留 （ 待 機 ） と な り 入 所 を 待 つ 場 合  

特 に 手 続 き の 必 要 は あ り ま せ ん 。退 所 等 で 希 望 す る 学 童 保 育 所 の 定 数 に 空 き が で

き た 場 合 は 、 保 留 （ 待 機 ） の 方 の 中 か ら 改 め て 入 所 選 考 を 行 い 、 入 所 が 決 定 し た 場

合 は 、「 学 童 保 育 所 入 所 承 認 通 知 書 」 を 送 付 し ま す 。  

 

２  別 の 学 童 保 育 所 に 希 望 を 変 更 す る 場 合  

市 窓 口 へ 「 学 童 保 育 所 入 所 希 望 変 更 届 」 を 提 出 し て く だ さ い 。  

 

３  入 所 の 必 要 が な く な り 、 申 請 を 取 り 下 げ る 場 合  

民 間 学 童 保 育 所 の 利 用 等 で 入 所 の 必 要 が な く な っ た 場 合 は 、市 窓 口 ま た は オ ン ラ

イ ン で 「 学 童 保 育 所 入 所 辞 退 届 」 を 提 出 し て く だ さ い 。  

提 出 が な い 場 合 は 、 保 留 （ 待 機 ） と な っ て い る た め 、 入 所 が 決 定 し た 場 合 に 通 知

を 送 付 し ま す 。 入 所 決 定 後 に 辞 退 を す る 場 合 は 、 そ の 提 出 期 限 が 非 常 に 短 い た め 、

必 要 が な く な っ た 時 点 で 「 学 童 保 育 所 入 所 辞 退 届 」 を 提 出 し て く だ さ い 。  
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（ ４ ） 第 二 希 望 の 学 童 保 育 所 に 入 所 が 決 定 し た 場 合  

入 所 選 考 の 結 果 、第 一 希 望 で は な く 第 二 希 望 の 学 童 保 育 所 に 入 所 が 決 定 し た 場 合

は 、 第 二 希 望 の 「 学 童 保 育 所 入 所 承 認 通 知 書 」 の み 送 付 し ま す 。 第 二 希 望 に 入 所 し

た 場 合 、 第 一 希 望 の 保 留 （ 待 機 ） で は な く な り ま す 。 第 一 希 望 へ の 入 所 を 希 望 す る

場 合 は 、改 め て 手 続 き が 必 要 で す 。 手 続 き が な い 場 合 は 、 第 一 希 望 の 入 所 選 考 の 対

象 に は な り ま せ ん 。  

１  第 二 希 望 に 入 所 す る 場 合  

通 知 に 同 封 す る 書 類 を 確 認 し 、 必 要 な 手 続 き を し て く だ さ い 。  

 

２  第 二 希 望 に 入 所 決 定 後 、そ の 決 定 を 辞 退 し 、第 一 希 望 の み 入 所 を 希 望

す る 場 合  

期 限 （ 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 以 降 は 入 所 日 前 日 ） ま で に 市 窓 口 へ 第 二 希 望 の 「 学 童 保

育 所 入 所 辞 退 届 」と 第 一 希 望 の「 学 童 保 育 所 入 所 希 望 変 更 届 」を 提 出 し て く だ さ い 。

提 出 が な い 場 合 は 、そ の ま ま 入 所 と な る た め 、利 用 の 有 無 に 関 わ ら ず 育 成 料 が 発 生

し ま す 。 ※ 手 続 き 後 、 第 一 希 望 に 空 き が で る ま で は 待 機 と な り ま す 。  

 

３  第 二 希 望 に 入 所 後 、 第 一 希 望 へ 転 所 を 希 望 す る 場 合  

市 窓 口 へ 「 学 童 保 育 所 入 所 希 望 変 更 届 」 を 提 出 し て く だ さ い 。 第 一 希 望 へ の 入 所

が 決 定 次 第 、 転 所 と な り ま す 。  

 

（ ５ ） 入 所 が 決 定 し た 後 の 流 れ  

 ４ 月 入 所  年 度 途 中 の 入 所  

結 果 通 知  令 和 ８ 年 ２ 月 初 旬 送 付 予 定  申 請 時 期 に よ る  

入 所 説 明 会  令 和 ８ 年 ３ 月 上 旬 実 施 予 定  －  

入 所 面 談  必 要 な 場 合 は 個 別 に 通 知 し ま す  
指 定 管 理 者 と の  

日 程 調 整 に よ る  

特 別 な 支 援 を 必 要 と す る

児 童 の 個 別 面 談  
個 別 に 通 知 し ま す  個 別 に 通 知 し ま す  

市 へ 申 請 書 等 の 提 出  

（ 必 要 な 方 の み ）  
入 所 日 の 前 日 ま で  

８ 退所について  

年 度 途 中 に 退 所 を 希 望 す る 場 合 は 、退 所 を 希 望 す る 月 の ２ ０ 日（ 土 曜 日 ・ 日 曜 日

ま た は 祝 日 の 場 合 は 、直 前 の 平 日 ）ま で に 、市 窓 口 ま た は オ ン ラ イ ン で「 学 童 保 育

所 退 所 届 」 を 提 出 し て く だ さ い 。月 途 中 の 退 所 は で き な い た め 、 退 所 月 の 育 成 料 等

は 発 生 し ま す 。  

令 和 ９ 年 ３ 月 ま で 利 用 す る 場 合 、 提 出 の 必 要 は あ り ま せ ん 。  
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【民間学童保育所について】  

青 梅 市 は 、 待 機 児 童 対 策 と し て 、 民 間 事 業 者 の 学 童 保 育 所 が 参 入 し て い ま す 。  

民 間 事 業 者 は 、 国 や 市 が 定 め る 基 準 を 満 た し 、 青 梅 市 か ら 事 業 者 番 号 の 通 知 ・ 補

助 金 の 交 付 を 受 け 、 民 間 学 童 保 育 所 を 運 営 し て い ま す 。 ま た 、入 所 申 請 等 す べ て の

業 務 は 民 間 事 業 者 が 行 っ て い ま す 。  

詳 細 は 、 各 事 業 者 へ 直 接 お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  

※ 青 梅 市 学 童 保 育 所 の 入 所 選 考 は 、 民 間 学 童 保 育 所 の 利 用 に 影 響 さ れ ま せ ん 。  

 

（ １ ） ほ う か ご Ｎ Ｉ Ｃ Ｏ Ｌ Ａ Ｎ Ｄ  

事 業 者  株 式 会 社 モ ア ス マ イ ル プ ロ ジ ェ ク ト  

所 在 地  青 梅 市 新 町 4-18-9 新 町 桜 株 交 差 点 か ら 小 作 駅 方 面 へ 徒 歩 約 １ 分  

電 話 番 号  0428-34-9603 

ホームページ http://www.moresmileproject.com/gakudou/ 

定 数  40 人  

育 成 料  月 額 ５ ， ０ ０ ０ 円  ※ 延 長 育 成 料 は 、 直 接 お 問 い 合 わ せ く だ さ い  

間 食 費  月 額 ２ ， ５ ０ ０ 円  

事 業 者 よ り  

★ 手 作 り お や つ や 学 童 給 食 が 子 ど も た ち に 大 好 評 で す 。  

★ ２ ０ 時 ま で 延 長 が で き ま す 。（ 別 途 １ ０ ０ 円 で 補 食 あ り 。）  

★ 新 町 小 1 年 生 は 1 学 期 の 間 ス タ ッ フ が 登 所 指 導 に 行 き ま す 。  

★ 年 間 を 通 し て 、遠 足 、流 し そ う め ん 、お 泊 ま り 会 や 、保 育 園 の お 友

達 と の 交 流 会 な ど 、子 ど も た ち が 主 体 と な っ た 様 々 な イ ベ ン ト を ご 用

意 し て い ま す 。  

 

（ ２ ） オ ル オ ル ネ ク ス ト か べ  

事 業 者  知 創 株 式 会 社  

所 在 地  青 梅 市 河 辺 町 5-23-7 河 辺 小 か ら 河 辺 駅 方 面 へ 徒 歩 約 １ 分  

電 話 番 号  0428-78-3568 

ホームページ https://t iso.co. jp/ 

定 数  36 人  

育 成 料  月 額 ５ ， ０ ０ ０ 円  ※ 延 長 育 成 料 は 、 直 接 お 問 い 合 わ せ く だ さ い  

間 食 費  月 額 ２ ， ０ ０ ０ 円  

事 業 者 よ り  

★ 少 人 数 ク ラ ス で 、 き め の 細 か い 支 援 を 行 っ て お り ま す 。  

★ 室 内 に ボ ル ダ リ ン グ ウ ォ ー ル が 設 置 さ れ て お り 、雨 の 日 で も 元 気 い

っ ぱ い 運 動 が 出 来 ま す 。ま た 、併 設 さ れ た 放 課 後 デ イ の お 友 達 と の 交

流 会 、季 節 の イ ベ ン ト 、月 に 一 度 の お 誕 生 会 、外 部 講 師 を 招 い た ア ー

ト 作 品 の 制 作 も 実 施 し て お り ま す 。  

 

http://www.moresmileproject.com/gakudou/
https://tiso.co.jp/


15 

（ ３ ） 森 の ほ う か ご  

事 業 者  株 式 会 社 モ ア ス マ イ ル プ ロ ジ ェ ク ト  

所 在 地  青 梅 市 新 町 2-10-17 

電 話 番 号  0428-78-2537 

ホームページ http://www.moresmileproject.com/gakudou/ 

定 数  40 人  

育 成 料  月 額 ５ ， ０ ０ ０ 円  ※ 延 長 育 成 料 は 、 直 接 お 問 い 合 わ せ く だ さ い  

間 食 費  月 額 ２ ， ５ ０ ０ 円  

事 業 者 よ り  

★ 児 童 発 達 、 放 課 後 デ イ と 併 設 の 学 童 で す 。 (運 動 ホ ー ル 、 テ ラ ス 有 ) 

★ 若 草 小 1 年 生 は 1 学 期 の 間 ス タ ッ フ が 登 所 指 導 に 行 き ま す 。  

★ 手 作 り お や つ や 学 童 給 食 が 子 ど も た ち に 大 好 評 で す 。  

★ 年 間 を 通 し て 、遠 足 、水 遊 び 、お 泊 ま り 会 や 、季 節 の 製 作 な ど 、子

ど も た ち が 主 体 と な っ た 様 々 な イ ベ ン ト を ご 用 意 し て い ま す 。  

 

           ← ほ う か ご NICOLAND と         ← オ ル オ ル ネ ク ス ト か べ  

       森 の ほ う か ご は こ ち ら           は こ ち ら  

 

 

http://www.moresmileproject.com/gakudou/
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【令和８年４月入所申請受付について】  

（ １ ） 受 付  

受 付 場 所  青 梅 市 子 育 て 応 援 課 （ 市 役 所 １ 階 １ ２ 番 窓 口 ） ま た は 郵 送  

必 要 な も の 
入 所 申 請 に 必 要 な 書 類 （ １ ０ ペ ー ジ ）  

※ 必 要 な 書 類 が 全 て 揃 っ て い る 状 態 で 申 請 し て く だ さ い 。  

受 付 期 間  
令和７年１１月１７日（月）から令和７年１２月１２日（金）までの開庁日  

※ 受 付 期 間 内 で あ れ ば 、 申 請 日 は 入 所 選 考 に 影 響 し ま せ ん 。  

受 付 時 間  

月  火  水  
木  

※夜間窓口 
金  

9:00～  

17:00 

9:00～  

17:00 

9:00～  

17:00 

9:00～  

20:00 

9:00～  

17:00 

注 意 事 項  

※ 木 曜 日 の 夜 間 窓 口 は 、 混 雑 が 予 想 さ れ ま す 。  

※ 受 付 期 間 中 の 土 日 ・ 祝 日 の 臨 時 窓 口 は あ り ま せ ん 。  

※ 受 付 期 間 後 も 随 時 申 請 を 受 け 付 け ま す が 、 保 留 （ 待 機 ） と な る 可 能

性 が あ る こ と を 予 め ご 承 知 お き く だ さ い 。  

 

（ ２ ） 郵 送 に よ る 申 請  

 郵 送 に よ る 申 請 も 受 け 付 け ま す 。郵 送 に よ る 申 請 を 希 望 さ れ る 方 は 、以 下 の 注 意

事 項 を 必 ず お 読 み の 上 、 申 請 を し て く だ さ い 。  

１  申 請 の 流 れ  

（ １ ） 入 所 申 請 に 必 要 な 書 類 を 、 １ ２ 月 １ ２ 日 （ 金 ）（ 当 日 消 印 不 可 ・ 必 着 ） ま で

に 以 下 の 宛 先 に お 送 り く だ さ い 。  

【 宛 先 】 〒 １ ９ ８ － ８ ７ ０ １  

東 京 都 青 梅 市 東 青 梅 １ － １ １ － １  

こ ど も 家 庭 部 子 育 て 応 援 課 児 童 ・ 青 少 年 係  

※ 当 日 消 印 不 可 、 １ ２ 月 １ ２ 日 （ 金 ） 必 着 に な り ま す 。  

※ 必 要 な 書 類 が 全 て 揃 っ て い る 状 態 で 申 請 し て く だ さ い 。  

 

（ ２ ） 市 に 書 類 が 到 着 次 第 、「 令 和 ８ 年 度 青 梅 市 学 童 保 育 所 入 所 申 請 受 付 確 認 書 」

を お 送 り い た し ま す 。  

※「 令 和 ８ 年 度 青 梅 市 学 童 保 育 所 入 所 申 請 受 付 確 認 書 」は 、市 に 書 類 が 到 着 し た

こ と を 証 明 す る も の で す 。  

※ 書 類 郵 送 後 、2 週 間 以 上 経 過 し て も 受 付 確 認 書 が 届 か な い 場 合 は 、郵 送 事 故 や

行 き 違 い の 可 能 性 が あ り ま す 。 そ の 場 合 は 子 育 て 応 援 課 ま で ご 連 絡 く だ さ い 。  

 

（ ３ ）入 所 申 請 に 必 要 な 書 類 が 不 足 、ま た は 内 容 に 不 備 が な い こ と を 確 認 次 第 、「 令

和 ８ 年 度 青 梅 市 学 童 保 育 所 入 所 申 請 に か か る 同 意 書 （ 本 人 控 ）」 を お 送 り し ま す 。 
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入 所 申 請 後 の 流 れ に つ い て は 、 本 人 控 裏 面 を ご 確 認 く だ さ い 。  

※ 「 令 和 ８ 年 度 青 梅 市 学 童 保 育 所 入 所 申 請 に か か る 同 意 書 （ 本 人 控 ）」 は 、 な く

さ な い よ う に 保 管 し て く だ さ い 。  

 

２  書 類 に 不 足 ・ 不 備 が あ っ た 場 合  

 市 か ら 個 別 に 連 絡 を し ま す 。 １ ２ 月 １ ９ 日 （ 金 ） ま で に 指 定 さ れ た 書 類 を 再 提 出

し て く だ さ い 。  

 

【学童保育所を利用するにあたって】 

 学 童 保 育 所 を 利 用 す る 方 は 、 以 下 の 内 容 を 必 ず ご 確 認 く だ さ い 。  

 メ ー ル 配 信 の 登 録 に つ い て  

台 風 、大 雨 、降 雪 な ど に よ り 、開 所 時 間 等 を 変 更 す る 場 合 は 、ク ラ ブ か ら の メ ー

ル 配 信 や 青 梅 市 の ホ ー ム ペ ー ジ に て お 知 ら せ い た し ま す 。ク ラ ブ か ら 案 内 さ れ る

メ ー ル 配 信 シ ス テ ム に 必 ず 登 録 し て く だ さ い 。  
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【学童保育所入所申請のチェックリスト】  

入 所 申 請 前 に 必 要 な 書 類 が 不 足 、 ま た は 内 容 に 不 備 が な い か 必 ず ご 確 認 く だ さ い 。 

 提 出 書 類  対 象  

□  令 和 ８ 年 度 青 梅 市 学 童 保 育 所 入 所 申 請 書 兼 児 童 台 帳  全 員  

□  令 和 ８ 年 度 青 梅 市 学 童 保 育 所 入 所 申 請 に か か る 同 意 書 全 員  

□  入 所 要 件 を 証 明 す る 書 類  父 母 １ 枚 ず つ  

※ 入 所 要 件 に つ い て は 、

８ ペ ー ジ を ご 確 認 く だ さ

い 。  

※ 家 庭 状 況 等 に よ っ て 、

必 要 な 書 類 が 異 な り ま

す 。 詳 し く は ９ ペ ー ジ を

ご 確 認 く だ さ い 。  

 

 

 

 

 

父  母  要 件  必 要 書 類  

□  □  就 労  〇 就 労 証 明 書  

〇 開 業 届 、 契 約 書 等 の 写 し  

※ 会 社 経 営・個 人 事 業 主 等 の 方  

〇 日 本 国 外 で 就 労 し て い る こ

と を 証 明 す る 書 類  

※ 保 護 者 が 日 本 国 外 で 就 労 し

て い る 場 合  

□  □  就 学  〇 合 格 通 知 書 等 の 在 学 中 を 証

明 す る 書 類  

〇 カ リ キ ュ ラ ム 等 の 就 学 時 間

が わ か る 書 類  

□  □  疾 病  〇 診 断 書  

□  □  障 害  〇 手 帳 の 写 し  

□  □  介 護  

看 護  

〇 介 護 看 護 が 必 要 な 親 族 等 の

手 帳 ま た は 認 定 証 の 写 し  

 □  出 産  〇 出 産 要 件 申 告 書  

〇 母 子 手 帳 の 写 し  

□  □  求 職  〇 求 職 要 件 申 告 書  

□  □  災 害  〇 被 災 を 証 明 す る 書 類  

□  □  不 存 在  〇 不 存 在 を 証 明 す る 書 類  

□  児童扶養手当証書の写しまたはひとり親家庭調査承諾書 ひ と り 親 世 帯  

□  児 童 の 診 断 書 ま た は 手 帳 の 写 し  特 別 な 支 援 を 必 要 と す る

児 童  

 


